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議案第３７号 

 令和７年度宝塚市一般会計補正予算（第１０号） 

令和７年度宝塚市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,558,209千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

102,654,626千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加・廃止・変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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第２表　繰越明許費補正

　追　 　加 （単位　千円）

款 金　 　額

3 民生費 3 児童福祉費

3 民生費 3 児童福祉費

3 民生費 3 児童福祉費

6 農林業費 2 土地改良費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 2 道路橋りょう費

8 土木費 3 河川費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

物価高対応子育て応援手当給付事業

人件費 2,801

803,271

項 事　 　業　 　名

市立保育所整備事業_建物保全 44,090

橋りょう維持事業_インフラ保全 171,544

道路バリアフリー化整備事業 41,522

農業用施設改修事業 35,522

ＪＲ武田尾駅バリアフリー化事業 47,000

道路維持事業_インフラ保全 104,455

20,655

都市計画道路山手幹線整備事業（梅野町工区） 54,720

都市計画道路競馬場高丸線整備事業 88,484

荒神川都市基盤河川改修事業

（単位　千円）

款 金　 　額

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

9 消防費 1 消防費 12,755

10 教育費 2 小学校費

10 教育費 3 中学校費

10 教育費 4 特別支援学校費

10 教育費 6 社会教育費

10 教育費 6 社会教育費

10 教育費 7 保健体育費

小学校施設整備事業_建物保全

公園維持管理事業 5,181

2,130,646

938,272

既設公園整備事業 7,400

給食事業_建物保全 206,265

182,884

20,765

既設公園整備事業_インフラ保全 52,529

中学校施設整備事業_建物保全

特別支援学校施設整備事業_建物保全

公民館管理運営事業_建物保全

20,174西図書館管理運営事業_建物保全

防火水槽整備事業_インフラ保全

項 事　 　業　 　名

急傾斜地崩壊対策事業 139,520

- 9 -
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（単位　千円）

款 金　 　額

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

8 土木費 4 都市計画費

9 消防費 1 消防費 12,755

10 教育費 2 小学校費

10 教育費 3 中学校費

10 教育費 4 特別支援学校費

10 教育費 6 社会教育費

10 教育費 6 社会教育費

10 教育費 7 保健体育費

小学校施設整備事業_建物保全

公園維持管理事業 5,181

2,130,646

938,272

既設公園整備事業 7,400

給食事業_建物保全 206,265

182,884

20,765

既設公園整備事業_インフラ保全 52,529

中学校施設整備事業_建物保全

特別支援学校施設整備事業_建物保全

公民館管理運営事業_建物保全

20,174西図書館管理運営事業_建物保全

防火水槽整備事業_インフラ保全

項 事　 　業　 　名

急傾斜地崩壊対策事業 139,520

- 9 -
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　変　 　更 （単位　千円）

金　額 金　額

2 総務費 1 総務管理費 企画調整事業 40,040 企画調整事業 303,122

2 総務費 3
戸籍住民基本台帳
費

6,996 45,144

8 土木費 2 道路橋りょう費 道路維持事業 150,000 道路維持事業 180,400

戸籍・住民基本台帳管理事業

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 事　業　名

戸籍・住民基本台帳管理事業



― 11 ―
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第４表　地方債補正

 追　　加 （単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

保健給食施設整備事業債 166,900

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

 廃　　止 （単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

社会福祉施設整備事業債 3,600

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

　年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直
　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

 変　　更 （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

公益施設整備事業債 20,100 14,800

手塚治虫記念館整備事業債 89,200 75,000

人権文化センター施設整備事業債 27,400 9,400

保健衛生施設整備事業債 112,800 133,200

ごみ処理施設整備事業債 1,598,100 1,138,100

農業用施設ため池整備事業債 12,300 11,900

道路橋りょう整備事業債 743,800 698,300

河川整備事業債 41,800 50,300

街路整備事業債 459,500 325,000

公園整備事業債 258,900 266,600

消防施設整備事業債 149,200 134,900

防災施設整備事業債 55,000 47,100

小学校施設整備事業債 1,259,700 2,852,200

中学校施設整備事業債 716,700 1,422,500

特別支援学校施設整備事業債 15,800 176,800

図書館整備事業債 66,400 62,700

公民館整備事業債 294,000 260,900

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後

　普通貸借
又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

- 13 -
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 変　　更 （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法 限　度　額 起債の方法 利　  率 償　還　の　方　法

公益施設整備事業債 20,100 14,800

手塚治虫記念館整備事業債 89,200 75,000

人権文化センター施設整備事業債 27,400 9,400

保健衛生施設整備事業債 112,800 133,200

ごみ処理施設整備事業債 1,598,100 1,138,100

農業用施設ため池整備事業債 12,300 11,900

道路橋りょう整備事業債 743,800 698,300

河川整備事業債 41,800 50,300

街路整備事業債 459,500 325,000

公園整備事業債 258,900 266,600

消防施設整備事業債 149,200 134,900

防災施設整備事業債 55,000 47,100

小学校施設整備事業債 1,259,700 2,852,200

中学校施設整備事業債 716,700 1,422,500

特別支援学校施設整備事業債 15,800 176,800

図書館整備事業債 66,400 62,700

公民館整備事業債 294,000 260,900

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

起　債　の　目　的
補　　正　　前 補　　正　　後

　普通貸借
又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）

　借入れの日の翌日から据置期
 間を含め、30年以内に半年賦元
 利均等その他の方法により償還
 する。なお、借入先の融通条件
 に変更があるときは、これに従
 うことができる。ただし、財政
 の都合により繰上償還を行い、
 償還年限を短縮し、又は低利債
 に借換えをすることができる。

　普通貸借
　又は

　証券発行
（他の地方
　公共団体
　との共同
　発行を含
　む）

年5.0%以内
（ただし、利率見直し
　方式で借り入れる資
　金について、利率の
　見直しを行った後に
　おいては、当該見直

　し後の利率）
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令和７年度 

宝塚市特別会計 

国民健康保険事業費補正予算 

（第４号） 
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令和７年度 

宝塚市特別会計 

国民健康保険事業費補正予算 

（第４号） 
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議案第３８号 

 令和７年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第４号） 

令和７年度宝塚市の特別会計国民健康保険事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56,910千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

21,887,900千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第３８号 

 令和７年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第４号） 

令和７年度宝塚市の特別会計国民健康保険事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56,910千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

21,887,900千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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令和７年度 

宝塚市特別会計 

介護保険事業費補正予算 

（第５号） 
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議案第３９号 

 令和７年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第５号） 

令和７年度宝塚市の特別会計介護保険事業費の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ229,161千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

24,883,415千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第４０号 

 令和７年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第４号） 

令和７年度宝塚市の特別会計後期高齢者医療事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ27,313千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

5,967,140千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第４１号 

 令和７年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算（第４号） 

令和７年度宝塚市の特別会計宝塚市営霊園事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,429千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

201,886千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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議案第４１号 

 令和７年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算（第４号） 

令和７年度宝塚市の特別会計宝塚市営霊園事業費の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,429千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

201,886千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

令和８年（２０２６年）２月２６日提出 

宝塚市長 森 臨太郎 
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